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観音寺市の家計簿

令和４年度上半期の財政事情
令和４年４月１日から令和４年９月30日までの財政事情をお知らせします。（令和４年９月30日現在）
　　　　問い合わせ先　一般会計ほか 総務課 財政係　　　　☎２３－３９００　Ⓕ２３－３９２０
　　　　　　　　　　　公営企業会計 下水道課 庶務普及係　☎２５－６８９０　Ⓕ２５－２４７９

市民１人当たりの地方債現在高※
　69万8,506円
臨時財政対策債・合併特例債を除く場合
　28万7,185円

　地方債とは、公共下水道や道路、公共施設の整
備など、多額の費用が掛かる事業の財源とするた
め、国や銀行などから長期にわたって借り入れて
いる資金です。

合併特例債
　合併した市町村のまちづくりに必要な事業の財
源として借り入れる地方債です。償還費用の70％
が国から地方交付税で補てんされます。
臨時財政対策債
　国から交付される地方交付税の不足分を補うた
めに借り入れる地方債です。償還費用の全額が、
将来的に国から地方交付税で補てんされます。

　地方公営企業法が適用される事業を一般会計として区別して経理する会計のことです。

公営企業会計名 区分 予算額A 執行額B 執行率（B/A）

下水道事業

収益的収支
収入額 11億8,167万円 7億1,888万円 60.8%

支出額 12億  482万円 1億7,518万円 14.5%

資本的収支
収入額 　5億5,417万円 　  6,685万円 12.1%

支出額 10億7,602万円 3億6,427万円 33.9%

　基金は、家庭でいう「貯金」に当たります。年度間
の財源の不均衡を調整する財政調整基金と、特定の目
的のために積み立てている特定目的基金があります。

財政調整基金 35億1,479万円
その他の基金 45億3,840万円

合計 80億5,319万円

市民１人当たりの基金現在高※
　13万9,037円

土地
　11,349,400㎡

建物
　 　 287,364㎡

※市民１人当たりの地方債、基金現在高は、人口
57,921人（令和４年10月１日現在の住民基本
台帳による）で計算

令和４年度上半期（令和４年９月30日現在）に
おける一時借入金はありません。

特定の目的のために設置し、一般会計とは区別して経理する会計のことです。

予算現額 321億4,665万円
収入済額 136億2,362万円（収入率42.4％） 支出済額 116億5,999万円（執行率36.3％）

特別会計名 予算現額 収入済額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額　Ａ－Ｂ
施 設 貸 付 事 業 6,580万円 5,932万円 2,654万円 3,278万円
国 民 健 康 保 険 事 業 75億2,800万円 32億1,128万円 28億　723万円 4億　405万円
国民健康保険伊吹診療所 6,734万円 1,044万円 2,239万円 △1,195万円
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 10億4,700万円 3億3,453万円 2億1,826万円 1億1,627万円
介 護 保 険 事 業 59億6,447万円 24億7,101万円 22億8,854万円 1億8,247万円
介護予防サービス事業 3,125万円 750万円 1,371万円 △621万円
粟 井 財 産 区 401万円 401万円 22万円 379万円
粟 井 坂 瀬 山 林 1,610万円 1,610万円 6万円 1,604万円

市税

地方交付税

その他の交付金

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

市債

その他

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

議会費など

■予算現額　■支出済額（執行率）■予算現額　■収入済額（収入率）

85億9,074万円

62億2,435万円

17億3,952万円

4億7,423万円

49億8,011万円

23億2,720万円

24億9,157万円

6億7,666万円

25億   640万円

21億3,587万円

53億8,812万円

103億4,511万円

30億8,054万円

21億4,839万円

7億4,971万円

30億2,108万円

3億1,966万円

32億1,032万円

35億9,488万円

2億8,884万円

58億5,108万円（68.1％）

40億7,959万円（65.5％）

  9億6,102万円（55.2％）

  2億1,201万円（44.7％）

  9億2,775万円（18.6％）

  3億6,977万円（15.9％）

　　　　　  0円（0.0％）

  　  5,942万円（8.8％）

　 　　610万円（0.2％）

11億5,688万円（54.2％）

18億8,008万円（34.9％）

33億3,300万円（32.2％）

12億　205万円（39.0％）

  5億1,285万円（23.9％）

  5億　402万円（67.2％）

  9億3,635万円（31.0％）

　　 7,598万円（23.8％）

12億9,353万円（40.3％）

17億7,549万円（49.4％）

  1億4,664万円（50.8％）

分担金及び負担金
使用料及び手数料

歳  
入

歳  

出

農業集落排水事業
1億593万円

合併特例債
122億125万円

臨時財政対策債
116億2,286万円

その他
95億6,318万円

施設貸付事業
3億2,220万円

公共下水道事業
66億4,275万円

地方債現在高
404億5,817万円

公営企業会計

一般会計

特別会計市の財産

地方債・一時借入金

基 金 市有財産
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税税 の 申 告

市・県民税（住民税）、国民健康保険税等の

申告相談が始まります
申告が必要かどうか確認してみましょう

・確定申告（所得税の申告）をした場合は、住民税の申告は必要ありません。住民税
申告は令和５年１月１日現在、観音寺市に住所があった人が対象です。

・所得税の源泉徴収税額があり所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。
・以下(Ａ～Ｃ)は申告が必要か簡易的に判断するもので、当てはまらない場合もあり

ます。詳しくは税務課市民税係まで問い合わせてください。
※感染症対策として、申告相談会場に来場の際

は、マスクの着用および手指消毒のご協力を
お願いします。

・本人確認書類（マイナンバーカードもしくは通知カ
ード＋運転免許証、保険証など）

・事業所得（農業、営業など）や不動産所得がある人
は、収支内訳書が必要です。事前に収支内訳書を完
成させ、収入や必要経費が分かる帳簿や領収書など
も申告相談会場へ持参してください。

・給与、年金の源泉徴収票
・一時所得（生命保険一時金、損害保険返戻金など）

や雑所得（個人年金、太陽光発電売電収入など）が
ある人は、その収入や必要経費が分かるもの

・社会保険料、生命保険料、地震保険料などの
各種控除証明書、寄附金などの支払証明書

・医療費控除の明細書。事前に明細書を完成さ
せ、申告会場へ持参してください。なお、領
収書は確定申告期限等から５年間は自宅など
で保管が必要です。

・国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
を受ける場合は親族関係書類と送金関係書類

・通帳口座番号（所得税の還付や納付がある人
のみ）

□✓  土地や建物の売却による譲渡所得がある
□✓  上場株式の売却による譲渡所得がある
□✓  上場株式の配当所得がある

・年末調整の内容に変更がある
・年末調整が済んでいない
・医療費、寄附金など控除の追加がある
・20万円を超える給与収入以外の所得がある

　原則申告不要です。ただし、以下に該当する人は住民税申告が必要になる場合があります。
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している
・市営住宅に入居している
・国民年金保険料の免除申請や児童手当などの受給資格の認定を受ける
・課税（非課税）証明書の交付が必要である

　年末調整をされている場合、原則申告不要です。ただし、以下に該当する人は確定申告が必要になる
場合があります。

はい
いいえ いいえ

いいえいいえ

はい

はい

はい

※遺族年金、障害年金、失業給付金等の
　非課税所得のみの人も該当します。

市の申告相談会場では申告ができません。
観音寺税務署やe-taxで申告してください。

□✓  初めて所得税の住宅借入金等特別控除
　 を受ける
□✓  青色申告、死亡した人の確定申告（準確定申告）をする

・２カ所以上から給与を受け、年末調整していない
給与額とその他の所得の合計額が20万円を超える

・給与収入が２千万円を超える

申告について

地区 受付会場 2月 午前（9:00～12:00） 午後（13:00～16:00）

豊
浜

豊浜
中央公民館
２階講堂

16日(木) 本町、中之町 上田井、東町、港町、南
17日(金) 東浜、須賀　 北原、五軒屋、岡、直場、道溝、林

20日(月) 長谷、雲岡、野々池、大坪、院内、梶谷、本村、
大平木、道溝東、苗手 関谷、堀切、西原、箕浦

大
野
原

大野原
中央公民館
３階講義室

21日(火) 高尾、大造、大福、大道、上中、下中 中村、早本、道上、笠松、寺家
22日(水) 海老済、有木、田野々、尾合谷、内野々、井関 四軒屋、白坂、石砂

24日(金) 残水、植松、岡之塔、下林、ひうち、札場
ビレッジハウス大野原 屋敷、瀬後、豆塚、雉子原

伊
吹 伊吹支所 25日(土) 伊吹町 伊吹町

大
野
原

大野原
中央公民館
３階講義室

27日(月) 高松、上杉林、下杉林、辻 西の後、八兵、大鞘、大鞘西団地、宮之下、
下木屋、十三塚、林

28日(火) 花稲（花稲北、本村、中林、先林） 中姫（赤岡、東村、中央、安井）
地区 受付会場 ３月 午前（9:00～12:00） 午後（13:00～16:00）
大
野
原

大野原
中央公民館
３階講義室

１日(水) 池之内、福田原、丸井南、柏原 西丸井、丸井北、青岡、宮前、中関

観
音
寺

市役所
２階

２０３会議室

２日(木) 柞田町（八丁、山王、下野、北岡、玉田）　　 柞田町（大畑、油井、山田）　
３日(金) 原町、柞田町（黒渕）　 柞田町（上出、中出）
６日(月) 柞田町（下出） 吉岡町
７日(火) 本大町　　 中田井町、古川町
８日(水) 粟井町（上野、奥谷、宮下団地）、木之郷町 粟井町（出晴、信末、本庄、常次、竹成）
９日(木) 室本町、高屋町（西上、西下） 高屋町（西上、西下以外）

10日(金) 茂木町、茂西町、上市、川原、有明町、八幡町、
天神町　

坂本町、幸町、明星、殿、中央、柳、青柳、駅通、
三架橋通、栄町、昭和町、七間橋、中洲、中新、
若宮、春日、大和、上若

13日(月) 南町、港町、西本町、蛭子、琴浪町、瀬戸町、
三本松町 植田町

14日(火) 流岡町 村黒町、出作町
15日(水) 新田町 池之尻町

申告に必要なもの

以下に該当する人

主に給与収入があった人

主に公的年金の収入があった人

令和４年中に収入がなかった人

申告相談期間　２月16日(木)～３月15日(水)

申告する所得の期間　令和４年１月１日～12月31日

問い合わせ先　税務課 市民税係　☎２３－３９２２

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

公的年金（国民年金、
厚生年金、共済年金
など）の収入が
４００万円以下

公的年金以外の所得（給
与・個人年金など）がある

医療費、生命保険料など
控除の追加がある

公的年金以外の所得
が20万円を超える

確定申告が
必要

確定申告が必要 申告は必要ありません

住民税申告が必要
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　市政情報配信のため、約15年
間運用していた「観音寺ホッと
メール」は、システム老朽化の
ため、令和５年３月31日で運用
を終了します。利用者に、より
迅速かつ確実に情報をお届けす
るために、新サービス「観音寺
市ＬＩＮＥ公式アカウント」に
移行します。観音寺ホッとメー
ルを利用している皆さんは、観
音寺市ＬＩＮＥ公式アカウント
の登録をお願いします。

問い合わせ先　企画課 情報統計係　☎２３－３９１７　Ⓔinfo@city.kanonji.lg.jp

　スマートフォンをうまく使いこなせていない人、
購入したものの使い方が分からない人向けに、電
源の入れ方や電話のかけ方、インターネット、カメラ、ＬＩ
ＮＥやアプリの使い方など基本的な操作をお伝えします。ぜ
ひ気軽に参加してください。

月日 時 場所

1月12日(木)
午前10時30分～
午後１時～
午後２時30分～

豊浜福祉会館

1月19日(木)
午前10時～ 観音寺東公民館
午後１時～
午後２時30分～ 観音寺中央公民館

人数　各回８人（先着順）
対象　市内在住でスマホを持っている人　料金　無料
申し込み先　㈱モバイルコム ☎０８９－９８９－７００３
　　　　　　(平日午前10時～午後５時30分)

「観音寺ホッとメール」
運用を終了します

スマートフォン教室を開催します

●注意
・会場開設前は、作成済みの申告書などの提出の

み受け付けています。
・会場の混雑緩和のため、入場には整理券が必要

です。会場で当日配付またはＬＩＮＥで事前発
行します。詳しくは、国税庁ホームページを確
認してください。

・入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場を
お願いする場合がありますので、この機会にｅ
－Ｔａｘを利用してください。

【スマートフォンで申告】
カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動
入力できます。青色申告決算書・収支内訳書が
スマートフォンで作成可能になりました。

【パソコンで申告】

①マイナンバーが分かるもの
②前年の控え
③確定申告のお知らせはがき
④給与や公的年金等の源泉徴収票
⑤配当等の支払調書
⑥特定口座年間取引報告書
⑦収支内訳書または青色申告決算書
⑧社会保険料控除証明書、国民年金払込証明書
⑨医療費控除の明細書
⑩生命保険料控除証明書
⑪地震保険料控除証明書
⑫寄附金関係書類（領収書など）
⑬住宅借入金等特別控除等関係書類
⑭還付金振込口座番号の分かるもの（申告者本

人名義のもの）
●注意
「収支内訳書または青色申告決算書」および
「医療費控除の明細書」は必ず書類を事前に
作成して来署してください。事前に作成でき
ていないと、受け付けできない場合がありま
す。

期間 ２月16日(木)～３月15日(水)
※土・日曜日、祝日を除く

受付時間
午前８時30分～午後４時
※混雑状況により、早めに受け付けを

終了する場合があります

相談開始 午前９時～

会場 観音寺税務署

観音寺税務署からのお知らせ

確定申告はｅ－Ｔａｘがおすすめです

申告相談の準備書類確定申告会場

問い合わせ先　観音寺税務署　☎２５－２１９１

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、自宅のパソコンやスマートフォンで
所得税の確定申告書等が作成できます。作成した
申告書等は、ｅ－Ｔａｘ（電子申請）または印刷
して郵送で提出できます。
●注意

ｅ－Ｔａｘの利用には、事前準備が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページで確認してくだ
さい。

確定申告書
作成コーナー

動画で見る
確定申告

国税庁公式
ＬＩＮＥは
こちら

確定申告書等作成コーナーが便利です

スマホがＩＣ
カードリーダ
ライタの代わ
りに！

税税 の 申 告


